
    
 

年
月

日
 

時
間

 
会

場
 

説
明

会
 

平
成

２
３

年
 

９
月

 
６

日
（
火

）
 

1
9
：
0
0
～

 
『
船

木
ふ

れ
あ

い
セ

ン
タ

ー
 

講
堂

』
 

宇
部

市
大

字
船

木
17
9番

地
1 

平
成

２
３

年
 

９
月

 
８

日
（
木

）
 

1
9
：
0
0
～

 
『
宇

部
市

文
化

会
館

 
研

修
ホ

ー
ル

』
 

宇
部

市
朝

日
町

8
番

1
号

 
公

聴
会

 
平

成
２

３
年

 
９

月
 

８
日

（
木

）
 

2
0
：
0
0
～

 

※
説

明
会

で
は

、
山

口
県

及
び

宇
部

市
の

担
当

職
員

が
素

案
の

内
容

に
つ

い
て

ご
説

明
し

ま
す

。
 

※
公

聴
会

で
は

、
公

述
申

出
書

を
提

出
さ

れ
た

方
の

素
案

に
対

す
る

ご
意

見
を

お
聞

か
せ

い
た

だ
き

ま
す

。
 

                            

 

＜
 

 
説

明
会

・
公

聴
会

の
開

催
に

つ
い

て
 

 
＞

 

■
説

明
会

・
公

聴
会

の
開

催
日

時
及

び
会

場
■

 

 
説

明
会

は
上

記
日

程
で

開
催

し
ま

す
が

、
公

聴
会

は
公

述
の

申
出

が
な

い
場

合
は

開
催

し
ま

せ
ん

。
 

 
公

聴
会

の
開

催
の

有
無

に
つ

き
ま

し
て

は
、

９
月

５
日

（
月

）
以

降
に

山
口

県
土

木
建

築
部

都
市

計
画

課
ま

で
お

問
い

合
わ

せ
く
だ

さ
い

。
 

 

  
■

公
述

の
申

出
に

つ
い

て
■

 

 
公

聴
会

で
公

述
を

希
望

さ
れ

る
方

は
、

次
の

様
式

に
よ

り
公

述
申

出
書

を
平

成
２

３
年

 
９

月
 

１
日

（
木

）
ま

で
に

県
が

定
め

る
都

市
計

画
に

つ
い

て
は

山
口

県
知

事
あ

て
に

、
宇

部
市

が
定

め
る

都
市

計
画

に
つ

い
て

は
宇

部
市

長
あ

て
に

そ
れ

ぞ
れ

に
提

出
し

て
く
だ

さ
い

。
（
郵

送
の

場
合

は
、

当
日

の
消

印
の

あ
る

も
の

ま
で

有
効

で
す

。
） 

 
な

お
、

公
述

の
内

容
の

確
認

、
公

聴
会

の
お

知
ら

せ
等

の
た

め
連

絡
を

取
る

必
要

が
あ

り
ま

す
の

で
、

公
述

申
出

書
に

は
、

必
ず

住
所

、
氏

名
、

電
話

番
号

を
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
 

※
 

公
述

の
申

出
を

希
望

さ
れ

る
方

が
多

数
の

場
合

や
同

趣
旨

の
公

述
が

多
数

あ
る

場
合

は
、

公
述

時
間

の
制

限
や

、
公

述
人

を
選

定
さ

せ
て

い
た

だ
く
場

合
が

あ
り

ま
す

。
ま

た
、

意
見

の
内

容
が

当
該

素
案

に
関

し
て

で
な

い
場

合
は

、
意

見
を

述
べ

る
こ

と
は

で
き

ま
せ

ん
の

で
あ

ら
か

じ
め

ご
了

承
く
だ

さ
い

。
 

 
 

な
お

、
公

述
時

間
を

制
限

し
た

と
き

、
公

述
人

を
選

定
し

た
と

き
、

あ
る

い
は

意
見

の
内

容
に

よ
っ

て
意

見
を

述
べ

る
こ

と
が

で
き

な
い

と
き

は
、

そ
の

旨
を

ご
本

人
に

通
知

し
ま

す
。
 

 

１
．

次
の

都
市

計
画

に
関

し
て

変
更

し
ま

す
の

で
、

素
案

の
概

要
と

説
明

会
、

公
聴

会
の

予
定

に
つ

い
て

お
知

ら
せ

し
ま

す
。

 

山
口

県
都

市
計

画
課

 
〒

75
3-

85
01

 
山

口
市

滝
町

１
番

１
号

 
 

 
 

 
TE

L0
83

-9
33

-3
73

3 
宇

部
市

都
市

計
画

課
 

〒
75

5-
86

01
 

宇
部

市
常

盤
町

一
丁

目
7

番
1

号
 
 

TE
L0

83
6-

34
-8

46
5 

①
 宇

部
都

市
計

画
 

都
市

計
画

区
域

の
整

備
、

開
発

及
び

保
全

の
方

針
の

変
更

 

（
都

市
計

画
区

域
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

）
 

②
 山

陽
都

市
計

画
 

都
市

計
画

区
域

の
整

備
、

開
発

及
び

保
全

の
方

針
の

変
更

 

（
都

市
計

画
区

域
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

）
 

③
 宇

部
都

市
計

画
道

路
の

変
更

（
都

市
計

画
区

域
の

変
更

に
伴

う
路

線
の

追
加

）
 

 
＜

県
が

定
め

る
都

市
計

画
＞

 
 

宇
部

土
木

建
築

事
務

所
 
〒

75
5-

00
33

 
宇

部
市

琴
芝

町
一

丁
目

1
番

5
0

号
 

TE
L0

83
6-

21
-7

12
5 

山
口

県
都

市
計

画
課

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

ht
tp

://
w

w
w.

pr
ef

.y
am

ag
uc

hi
.lg

.jp
/c

m
s/

a1
84

00
/in

de
x/

 
 

お
問

い
合

わ
せ

は
 

ｚ
こ

の
お

知
ら

せ
は

素
案

の
概

要
版

で
す

。
素

案
に

つ
い

て
は

７
月

２
９

日
か

ら
上

記
の

場
所

の
ほ

か
、

下
記

で
も

ご
覧

に
な

れ
ま

す
。

 

平
成

２
３

年
７

月
 

編
集

発
行

宇
部

都
市

計
画

区
域

、
山

陽
都

市
計

画
区

域
 

都
市

計
画

の
変

更
素

案
に

つ
い

て
 

 
＜

市
が

定
め

る
都

市
計

画
＞

 
 

④
 用

途
地

域
の

変
更

（
都

市
計

画
区

域
の

変
更

に
伴

う
も

の
）

 

⑤
 準

防
火

地
域

の
変

更
（

都
市

計
画

区
域

の
変

更
に

伴
う

も
の

）
 

⑥
 公

共
下

水
道

の
変

更
（

都
市

計
画

区
域

の
変

更
に

伴
う

も
の

）
 

⑦
 地

区
計

画
の

変
更

（
都

市
計

画
区

域
の

変
更

に
伴

う
も

の
）

 

⑧
 ご

み
焼

却
場

の
変

更
（

都
市

計
画

区
域

の
変

更
に

伴
う

も
の

）
 

（
公

述
申

出
書

の
様

式
）
 

  県
が

定
め

る
都

市
計

画
の

場
合

 
 

 
 

 
 

市
が

定
め

る
都

市
計

画
の

場
合

公
述

申
出

書
 

 
平

成
２

３
年

９
月

８
日

開
催

の
○

○
（
宇

部

あ
る

い
は

山
陽

）
都

市
計

画
の

変
更

に
関

す

る
公

聴
会

に
お

い
て

、
下

記
の

と
お

り
意

見

を
述

べ
た

い
の

で
申

し
出

ま
す

。
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
平

成
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
 

 
山

口
県

知
事

 
 

 
 

 
二

井
関

成
 

様
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
公

述
申

出
人

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
住

所
（
〒

 
-
 
 
 
 
 
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
電

話
番

号
 

記
 

 
（
意

見
の

要
旨

）
 

  
（
理

 
 

 
由

）
 

 

 ＜
県

が
定

め
る

都
市

計
画

＞
 

〒
7
5
3
-
8
5
0
1
 

山
口

市
滝

町
１

番
１

号
 

 
 山

口
県

土
木

建
築

部
都

市
計

画
課

 
 

 
 

 
 

 
ま

ち
づ

く
り

推
進

班
＜

市
が

定
め

る
都

市
計

画
＞

 
〒

7
5
5
-
8
6
0
1
 

宇
部

市
常

盤
町

一
丁

目
7
番

1
号

 
宇

部
市

土
木

建
築

部
都

市
計

画
課

※
公

述
申

出
書

の
提

出
先

 

公
述

申
出

書
 

 
平

成
２

３
年

９
月

８
日

開
催

の
○

○
（
宇

部

あ
る

い
は

山
陽

）
都

市
計

画
の

変
更

に
関

す

る
公

聴
会

に
お

い
て

、
下

記
の

と
お

り
意

見

を
述

べ
た

い
の

で
申

し
出

ま
す

。
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

平
成

 
 

年
 

 
月

 
日

 

 
宇

部
市

長
 

 
 

 
久

保
田

后
子

 
様

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
公

述
申

出
人

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
住

所
（
〒

 
-
 
 
 
 
 
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
電

話
番

号
 

記
 

 
（
意

見
の

要
旨

）
 

  
（
理

 
 

 
由

）
 

２
．

次
の

市
が

定
め

る
開

発
許

可
の

基
準

及
び

屋
根

不
燃

地
域

の
見

直
し

を
行

い
ま

す
の

で
、

素
案

の
概

要
と

説
明

会
の

予
定

に
つ

い
て

お
知

ら
せ

し
ま

す
。

 

①
 
開

発
許

可
の

最
低

敷
地

（
楠

地
区

）
 

②
 
屋

根
不

燃
地

域
の

見
直

し
（

楠
地

区
）

 



 
 

 
目

標
年

次
は

、
お

お
む

ね
２

０
年

後
の

平
成

４
２

年
と

し
ま

す
。
 

区
域

名
 

市
町

名
 

範
 

囲
 

規
 

模
 

備
 

考
 

宇
部

※
３
 

都
市

計
画

区
域

 
宇

部
市

 
行

政
区

域
の

一
部

 
2
2
,9

07
 h

a 
 

合
 

計
 

2
2
,9

07
 h

a 
 

中
核

都
市

に
ふ

さ
わ

し
い

、
豊

か
な

自
然

と
歴

史
と

活
力

に
満

ち
あ

ふ
れ

た
交

流
都

市
づ

く
り

本
区

域
は

、
開

発
圧

力
は

か
な

り
強

い
も

の
の

用
途

白
地

地
域

に
お

い
て

当
面

の
措

置
と

し
て

実
施

し
て

い
る

特
定

用
途

制
限

等
の

土
地

利
用

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

に
よ

り
無

秩
序

な
市

街
地

の
拡

大
が

抑
制

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

本
区

域
に

区
域

区
分

※
２
を

定
め

ま
せ

ん
。
 

 
※

１
 

平
成

１
４

年
８

月
策

定
（
平

成
２

０
年

９
月

改
訂

）
 

 
 

 
 
 

 
※

２
 

都
市

計
画

法
に

お
い

て
、

都
市

計
画

区
域

に
つ

い
て

無
秩

序
な

市
街

化
を

防
止

し
、

計
画

的
な

市
街

化
を

図
る

た
め

に
、

区
域

を
市

街
化

区
域

と
市

街

化
調

整
区

域
に

区
分

す
る

こ
と

。
（
い

わ
ゆ

る
「
線

引
き

」
と

言
わ

れ
る

も
の

。
）
 

宇
部

都
市

計
画

 
都

市
計

画
区

域
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

 
 

１
．

都
市

計
画

の
目

標
 

２
．

区
域

区
分

の
決

定
の

有
無

 

【
都

市
づ

く
り

の
基

本
理

念
】
 

 

【
目

標
年

次
】
 

【
都

市
計

画
区

域
の

範
囲

及
び

規
模

】
 

 
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

は
、

長
期

的
な

視
点

に
立

っ
た

都
市

の
将

来
像

と
そ

の
実

現
に

向
け

て
の

大
き

な
道

筋
を

明
ら

か
に

す
る

も
の

で
、

都
市

計
画

の
目

標
、

区
域

区
分

※
２
の

決
定

の
有

無
及

び
区

域
区

分
を

定
め

る
際

の
方

針
、

主
要

な
都

市
計

画
の

決
定

の
方

針
を

示
し

ま
す

。
用

途
地

域
、

道
路

・
公

園
・
下

水
道

な
ど

の
個

別
の

都
市

計
画

は
、

こ
の

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
に

沿
っ

て
定

め
る

こ
と

と
な

り
ま

す
。

【
都

市
計

画
区

域
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

に
定

め
る

事
項

】
 

 
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

の
策

定
に

あ
た

っ
て

は
、

下
図

に
示

す
よ

う
に

、
県

の
統

一
的

・
総

括
的

考
え

を
示

す
「
山

口
県

都
市

計
画

基
本

方
針

※
１
 」

、
及

び
県

内
８

つ
の

広
域

都
市

圏
ご

と
の

「
広

域
都

市
圏

の
都

市
計

画
の

方
針

」
を

策
定

す
る

こ
と

と
し

て
お

り
、

こ
れ

ら
に

沿
っ

て
、

都
市

計
画

区
域

ご
と

に
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

を
策

定
し

ま
す

。
 

 
山

口
県

で
は

、
平

成
１

６
年

に
都

市
計

画
区

域
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

（
以

下
「
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

」
と

い
う

。
）
を

策
定

し
て

お
り

ま
す

が
、

市
町

村
合

併
等

に
代

表
さ

れ
る

よ
う

な
社

会
情

勢
の

変
化

に
対

応
す

る
た

め
、

こ
の

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
を

見
直

し
て

い
ま

す
。
 

都
市

計
画

区
域

の
整

備
、

開
発

及
び

保
全

の
方

針
（
都

市
計

画
区

域
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

）
と

は
 

山
口

県
都

市
計

画
基

本
方

針
 

広
 
域

 
方

 
針
 

 都
市

計
画

区
域

ﾏ
ｽ

ﾀ
ｰ

ﾌ
ﾟﾗ

ﾝ

 
 

 

 都
市

計
画

の
目

標
 

区
域

区
分

の
決

定
の

有
無

 

 
主

要
な

都
市

計
画

の
決

定
 

の
方

針
 

 
都

市
計

画
区

域
 

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
 

①
基

本
的

事
項

、
②

都
市

づ
く
り

の
基

本
理

念
 

①
区

域
区

分
の

有
無

 
②

区
域

区
分

の
方

針
（
区

域
区

分
を

定
め

る
場

合
）

①
土

地
利

用
、

②
都

市
施

設
、

③
市

街
地

開
発

事
業

、
④

自
然

的
環

境
の

整
備

又
は

保
全

、
⑤

景
観

の
保

全
と

創
出

、
⑥

都
市

防
災

 
に

関
す

る
方

針
 
 

３
．

主
要

な
都

市
計

画
の

決
定

の
方

針
 

都
市

計
画

区
域

 
都

市
計

画
区

域
 

都
市

計
画

区
域

 

■
土

地
利

用
に

関
す

る
方

針
 

 
■

自
然

的
環

境
の

整
備

・
保

全
に

関
す

る
方

針
 

集
約

型
の

都
市

づ
く
り

を
進

め
る

た
め

、
用

途
地

域
内

で
の

優
先

的
・
計

画
的

な
基

盤
整

備
に

よ
る

土
地

利
用

の
増

進
と

併
せ

て
、

用
途

白
地

地
域

内
で

の
開

発
を

抑
制

し
、

市
街

地
の

拡
散

を
防

止
し

ま
す

。
 

 
豊

か
な

自
然

と
都

市
が

共
生

し
た

循
環

型
地

域
社

会
の

形
成

を
進

め
る

た
め

、
自

然
の

豊
か

さ
や

美
し

さ
を

実
感

で
き

る
交

流
や

ふ
れ

あ
い

の
空

間
の

整
備

を
図

り
ま

す
。

 
 

 

■
都

市
施

設
の

整
備

に
関

す
る

方
針

 
 

■
景

観
の

保
全

と
創

出
に

関
す

る
方

針
 

公
共

交
通

の
維

持
・
充

実
を

図
る

と
と

も
に

、
交

通
施

設
の

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

に
配

慮
し

た
整

備
を

推
進

し
ま

す
。

 

 
「
山

口
県

景
観

形
成

基
本

方
針

」
に

基
づ

き
、

魅
力

あ
る

都
市

景
観

の
創

出
等

を
図

り
ま

す
。

 
宇

部
市

景
観

計
画

に
も

と
づ

き
、

歴
史

と
自

然
が

織
り

な
す

美
し

い
景

観
を

守
り

、
後

世
に

伝
え

る
こ

と
が

で
き

る
ま

ち
づ

く
り

を
進

め
ま

す
。

 
 

 

■
市

街
地

開
発

事
業

に
関

す
る

方
針

 
 

■
都

市
防

災
に

関
す

る
方

針
 

地
域

の
特

性
に

応
じ

た
魅

力
あ

る
市

街
地

の
形

成
を

図
る

た
め

、
良

好
な

居
住

環
境

を
備

え
た

都
市

づ
く

り
の

推
進

に
努

め
ま

す
。

 

 
災

害
に

対
し

、
被

害
の

拡
大

を
で

き
る

だ
け

抑
え

る
こ

と
が

で
き

る
都

市
構

造
の

検
討

を
行

う
と

と
も

に
、

防
災

に
か

か
る

都
市

施
設

等
の

整
備

、
建

築
物

の
耐

震
化

・
不

燃
化

を
促

進
し

ま
す

。
 

 

 
※

３
 

宇
部

都
市

計
画

区
域

：
都

市
計

画
区

域
の

再
編

に
伴

い
、

宇
部

都
市

計
画

区
域

に
山

陽
都

市
計

画
区

域
の

一
部

（
宇

部
市

楠
地

区
の

一
部

）
を

加
え

た
区

域
 

 
 

【
宇

部
都

市
計

画
区

域
の

将
来

都
市

構
造

図
】
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